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国
民
健
康
保
険
料

、
洗
・
藁
転
塁
、
　
：
　
　
栃
蓋
㍗

低
所
得
者
の
減
税
実
施

39

年
度
国
保
予
算
決
る

　昭

和
三
十
九
年
度
の
国
民
健
康
保

険
の
特
別
会
計
予
算
が
事
業
勘
定
九

六
、
七
七
三
、
O
O
O
円
診
療
勘
定

一
七
、
四
八
九
、
O
O
O
円
と
き
ま

り
ま
し
た
。

国民健康保険事業勘定予算

収　　　　　　　入 支　　　　　　　出

区　　　分 金　　額 区　　　分 金　　額

保　　険　　料 33，716下iII 総　　務　　費 8，731u『1

一部負担金
10’ 保険給付費 79，q75

国庫支出金 51，164 保険施設費
　　　一　一　』

3，919

3，000一般会計繰入金 3，500 直診勘定繰出金

前年度繰越金 6，000 その他の支出
　　　

　一　

　　609
　
　　639その他収入 2，383 チ備費！

オメ、合計 96，773 支出合、，七 96，773

◎
世
帯
員
の
七
割
給
付
実
施

　
に
備
え
て
保
険
料
の
完
納

一
を

一
　
い
ま
保
険
料
の
滞
納
が
約
五
、
○

、
O
O
、
O
O
O
円
あ
り
ま
す
。
世
帯

葦
で
な
く
全
部
の
者
の
七
割
給

付
が
早
く
実
施
で
き
る
よ
う
に
保
険

料
を
納
入
す
る
よ
う
に
心
掛
け
て
く

悉
8
．

一
◎
保
険
料
の
収
納
状
況
向
上

保
険
料
は
一
世
帯
平
均
年
額
五
、

五
八
O
円
（
月
平
均
一
世
帯
四
六
五

円
）
で
こ
れ
が
現
年
度
の
保
険
料
と

な
り
ま
す
。
そ
の
う
ち
所
得
の
九
〇

、
O
O
O
円
以
下
の
世
帯
に
つ
い
て

は
均
等
割
と
世
帯
平
等
割
の
六
割
位

を
減
税
の
予
定
で
あ
り
、
九
〇
、
O

O
O
円
に
世
帯
員
一
人
に
つ
き
一
五

〇
〇
〇
円
を
加
え
た
額
以
下
の
世
帯

に
つ
い
て
は
均
等
割
と
世
帯
平
等
割

の
四
割
位
を
減
税
す
る
予
定
で
す
。

（
三
十
八
年
度
の
減
税
状
況
別
表
参

考
）

所得階戸別世帯数被保険者数及び減税世帯の概況

の
傾
向
年
々
別
表
収
納
率

の
よ
う
に
向
上
し
て
い
ま

す滞納繰越分
収納率
19，86％
　19，65

26．75
27．87

2288
27．74

度一
年

度分　1

収納率
　　　　ド92，14％1

92．52
92．73
93。68

95・4蓋　F
95 60　1

一
2
3
4
5
6
7

皿
3
3
3
3
3
3

百臼

現年

年度
昭322

3
4
【
ノ
6
7

3
3
3
3
つ
2
3

1．調査期日は昭和38年8月であるが対象世帯は4月1日現在

　　とした。

2で調査の対象となる所得額とは37年度の所得額から市民税の

　　ただし書方式による基礎控除9万円後の課税額をいり。

3．「う仁，減税該当者」となった世帯は90，000円を基礎とトて被

　保険者1人増すごとに15！000円を加鼻した額以下の世帯で

　　ある、

　　　12世帯てあるとlb5，q60円以下　3人世帯は
　　例1120，000円以下5雌帯は150，0⑳r1似下となる

◎
保
健
福
祉
向
上
の
た
め
国

庫
支
出
金
ゆ
増
大
を
は
か
る

　
国
庫
支
出
金
は
三
十
九
年
度
の
予

算
に
よ
る
と
収
入
総
額
の
五
十
三
％

で
五
一
、
一
五
四
、
O
O
O
円
と
な

り
医
療
費
の
支
払
予
定
額
の
五
＋

五
％
位
に
な
っ
て
い
ま
す
。
国
庫
負

担
金
は
年
六
次
の
よ
う
に
増
大
し
て

い
ま
す
。

国庫 支出 金の状況
　（年度別総額受ぴ被保険名1人当額）

年　　度 旧庫負担翁総額 被保険看1人当額

日召　32 13，642，938円 371円
33 15，702，736 436
34 21，589，659 624
351灘1 17，100，383 629
36　” 23，829，392 756
37　Ff 37，399，848 1，188

38（●碇1 45，200，000 1，487
　　　F
39〔 伍） 51164，000 1，734

叉
保
険
料
の
増
額
を
極
力
お
さ
え

，
る
た
め
一
般
会
計
よ
り
繰
入
を
三
、

五
〇
〇
、
O
O
O
円
行
な
い
準
備
基

金
よ
り
二
、
O
O
O
、
O
O
O
円
を

．
繰
入
れ
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

◎
国
民
健
康
保
険
の
経
費
は

　
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
る
か

　
（
支
出
の
面
）

　
運
営
の
た
め
の
事
務
関
係
費
を
総

務
費
と
称
し
そ
の
中
に
事
務
職
員
の

給
与
や
事
務
用
品
並
び
に
運
営
協
議

会
の
費
用
、
趣
旨
の
普
及
費
等
が
入

っ
て
お
り
、
こ
れ
に
か
N
る
三
十
九

所　得　階　戸 世帯数 被保険者数
1f減　演当者

世　幣　数 融駄険名救

90，000円以下 1　374
P「’

　4．594 1，374 4，594

90，001円～105，000円 359 1，609 341 1，573

105，001～120，000 415 1，986 264 1，852

120，001～135，000 446 2，304 343 1，975

135，001～150，000 439 2，186 254 1，604

150，001～165，000 463 2，390 206 1，435

165，001～180，000 41－7 2，102 98 744

180，001～195，000 哉42 1，739 33 276

195，001～210，000 ・305 L612 15 138

210，001～225，000 213 L166 3 31

225，001～240，000 205 1，148

240，001～255，00n 155 819 1 12

255．001～270，000 134 705

270，001～285，000 109 520

285，001～300，000 114 645 1 15

300，0001以上 990 5，333

総　　　計 6，480 30，858 3，033 14，249
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国
民
健
康
保
険
制
度
は
陥
和
十

三
年
に
地
域
住
民
の
医
療
対
策
、

特
に
貧
困
者
対
策
と
し
て
我
国
に

発
足
い
た
し
ま
し
た
。
十
日
町
市

に
お
い
て
も
昭
和
十
七
年
に
合
併

前
の
町
村
が
そ
れ
ぞ
れ
国
民
健
康

保
険
組
合
を
設
立
し
、
昭
和
二
十

三
年
に
旧
町
村
に
移
管
公
営
事
業

と
な
り
、
昭
和
三
十
四
年
に
国
民

皆
保
険
制
度
が
施
か
れ
今
日
に
至

っ
た
わ
け
で
あ
り
よ
す
。
国
保
制

度
も
今
日
に
お
い
て
は
、
我
国
の

社
会
保
障
の
中
核
と
し
て
幾
多
の

浮
沈
と
起
伏
を
へ
て
完
全
に
市
民

生
活
の
中
の
重
要
な
一
部
と
な
り

き
る
ま
〔
成
長
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
充
実
し
こ
れ
ほ
ど
の

福
祉
を
市
民
に
与
え
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
一

重
に
市
民
各
位
の
今
日
ま
で
に
寄

せ
ら
れ
た
御
協
力
と
、
医
療
機
関

の
先
生
方
並
び
に
関
係
者
の
御
支

援
、
御
協
力
の
お
か
げ
と
こ
こ
に

あ
ら
た
め
て
敬
意
を
表
す
る
次
第

で
あ
り
ま
す
。
私
は
今
、
こ
の
実

績
を
恵
視
し
今
後
の
給
付
改
善
に

い
た
病
気
も
早
く
発
見
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
反
面
医

療
費
の
増
こ
う
に
伴
な
い
各
人
の

負
担
の
増
加
は
い
ち
じ
る
し
い
も

の
が
あ
ろ
う
か
と
存
じ
ま
す
。

　
私
は
国
保
事
業
の
中
で
こ
の
進

歩
し
た
医
療
の
恩
恵
を
市
民
が
等

し
く
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
で
き
る

だ
け
早
い
時
期
に
お
い
て
全
員
の

国
保
事
業
の
運
営
に
あ
た
っ
て

市
長
村
　
山
　
謙
　
吉

な
お
一
轡
関
係
者
の
御
研
究
と
御

協
刀
を
お
ね
が
い
す
る
次
第
で

す
。
近
年
に
お
け
る
医
療
の
進
歩

は
、
医
療
制
度
の
改
善
、
医
薬
品

の
改
良
と
発
見
、
更
に
は
医
療
機

関
の
設
備
の
充
実
や
拡
充
等
め
ざ

ま
し
い
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の

進
歩
に
よ
り
病
気
が
発
見
さ
れ
や

す
く
な
り
医
療
を
受
け
る
機
会
も

多
く
容
易
と
な
り
、
見
落
さ
れ
て

七
割
給
付
を
実
施
す
る
等
、
市
民

の
健
康
の
維
持
増
進
に
今
後
も
た

ゆ
ま
ぬ
努
ヵ
を
続
け
て
ゆ
き
た
い

所
存
で
あ
り
ま
す
。
今
回
特
別
発

行
い
た
し
ま
し
た
こ
の
「
国
民
健

康
保
険
だ
よ
り
」
を
御
覧
の
上
、

国
保
へ
の
御
理
解
を
更
に
深
め
ら

れ
、
今
後
の
発
展
の
た
め
に
な
お

一
層
の
御
協
力
を
お
ね
が
い
申
し

上
げ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。
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薯兄（保険者負担分耳犬付給男度年

巨
健

　
　
痔
寛

　
　
1

療　養　の　給　付 療　養　費 そび）他の給付

合　　計 備　考
診療費・ 薬剤の支給 計 診療費 その他 計 助産費 葬祭費 計

31 28，742，022 290 28，742，312 1，130，脚 665，744 1．7％，624 229，200 102，300 331，500 30，870，436
5割給付

32 27，820，572 4，361 27，824，933 1，000，938 701，720 1，702，6駆 221，700 98，100 319，800 29，847，391

33 32，333，557 12，895 32，346，452 907，576 797，536 1，705，112 137，200 492，800 492，800 34，544，364

34 39，019，231 9，209 39，028，440 536，156 849，684 1，385，840 303，000 134，000 000 40，851，280

35 29，034，164 8，788 29，042，952 493，387 863，519 1，356，9D6 212，000 129，500 341，500 30，741，358
健保加入者
等除外

36 35，764，464 21，657 35，786，121 318，207 1，124，385 1，442ゴ592 193，500 143，500 337，000 37，565，713

37 49，782，580 22，378 49，804，958 1，896，410 1，339，2器 3，235，639 394，500 275，000 669，500 53，709，597
コニ，尺村で漸

轍～、ヨ，oゆ01

ヒー耐梓南雌、iけ

府　　　催侭銚　　嶺’焦が「1侃1甲　て㌧ズ六めです（注）35年臆り34犠のほうが燗額7）函あは34鞍まで健保獅家族が国保に入っていた肋です

　　年度別入院・外来・歯科の状況（療養の給付）

年
度
の
予
算
が
八
、
七
＝
二
、
O
O
算
総
額
は
七
九
、
八
七
五
、
O
O
O

O
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。
　
　
　
　
一
円
と
な
り
ま
す
。

医
療
の
支
払
に
必
要
な
額
は
保
｝
又
保
健
活
動
に
使
う
予
算
は
保
健

険
給
付
費
と
い
っ
て
そ
の
中
に
は
施
設
費
と
い
っ
て
保
健
婦
の
給
料
や

一
般
医
療
の
支
払
分
と
助
産
費
や
保
健
衛
生
の
普
及
費
、
疾
病
予
防
費

葬
餐
が
入
っ
て
い
ま
す
・
こ
の
予
．
等
で
額
二
、
九
充
、
…
円

　　　　1κ

　　　　分
年
度

34　年　度 35　年　度 36　年　度 37　年　度

件数 ロ数 費用額 件数 日数 費用額 件数 日数 費用額 件数 日数 費用額

入　院 3，113 48，645 29，383，853 2，302 34，858 21，423，915 2，044 28，035 2a，001，841 2，543 32，975 36，773，023

外　来 64，290 179，518 41，530，205 44，673 119，719 31，398，262 45，935 117，956 37，446，507 56，783 158，466 53，569，611

歯　科 10，722 45，710 7，483，990 7，941 32，806 5，729，276 8，285 33，932 6，375，676 11，386 44，081 8，934，389

薬　剤
の支給

51
処ノ，等枚数

　　103
18，428 39

処か等枚数

　　　45
17，582 66

処、㌧等枚薮

　　　83
43，317 67

処力等枚数

　　　88
44，761

計 78，176 78，416，476 54，955 58，569，035 56，330 71，867，341 70，779 99，321，784

年存　　帥捏鮎　　注峨　困捏・3『　’　犬ノめ’チ）ます

誌
．
て
い
寄

一
　
そ
の
ほ
か
に
、
各
種
の
費
用
を
合

算
す
る
と
一
、
二
〇
〇
、
○
O
O
円

に
な
り
台
計
予
算
が
九
六
、
七
七
三

一
〇
〇
〇
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

「

市
制
施
行
後
の
国
民
健
康
保
険

　
市
制
施
行
前
十
日
町
、
中
条
、
六

箇
、
川
治
、
吉
田
、
下
条
、
水
沢
、

の
町
村
は
そ
れ
ぞ
れ
昭
和
十
七
年
十

二
月
二
十
日
国
民
健
康
保
険
組
合
を

設
立
し
、
昭
利
二
十
三
年
十
月
一
日

に
は
町
村
公
営
と
し
て
運
営
し
市
制

施
行
と
と
も
に
市
に
引
き
つ
い
だ
。

市
制
施
行
旺
昭
和
二
十
九
年
三
月
三

　
一
日
十
日
町
、
中
条
、
六
箇
、
川

　
治
の
四
町
村
合
併
市
制
を
施
行
し

　
国
民
健
康
保
険
は
「
十
日
町
市
国

　
民
健
康
保
険
」
と
な
る
。

吉
田
村
合
併
“
昭
和
二
十
九
年
十
二

　
月
一
日

下
条
村
合
併
H
昭
祁
三
十
年
二
月
一

　
日

水
沢
村
合
併
u
照
利
三
十
七
年
四
月

　
一
日

【
国
民
健
康
保
険
の
変
遷
】

◎
被
保
険
者
資
格
（
加
入
者
）

　
昭
二
九
・
三
土
三
　
（
合
併
当

　
時
）

　
　
健
康
保
険
等
の
被
保
険
者
及
び

　
　
生
活
保
護
の
適
用
を
受
け
て
い

　
　
る
者
、
日
雇
健
保
で
六
ヵ
月
を

　
　
経
過
し
な
い
者
等
以
外
で
本
市

　
　
に
住
所
を
有
す
る
者
。

　
昭
三
五
・
四
・
一
（
改
正
）

そ
の
歩
み

健
康
保
険
等
の
被
保
険
者
及
び

　
そ
の
扶
養
者
等
は
資
格
除
外

　
（
二
重
加
入
の
除
外
）
但
し
生

活
保
護
の
適
用
開
始
後
三
ヵ
月

　
を
経
過
し
な
い
者
は
被
保
険
者

と
な
る
。

昭
三
八
・
四
・
一
（
改
正
）

　
生
活
保
護
の
適
用
開
始
と
共
に

　
被
保
険
者
よ
り
除
外
。

照
三
八
・
八
・
一
（
改
正
）

　
老
人
福
祉
法
の
適
用
を
受
け
る

　
者
で
別
に
定
め
ら
れ
た
年
間
収

　
入
の
あ
る
者
は
被
保
険
者
と
す

　
る
。

◎
給
付
割
合

　
昭
二
九
8
三
二
二
　
（
合
併
時
）

　
　
川
治
七
割
給
付
、
そ
の
他
の
地

　
　
域
五
割
給
付

　
昭
三
〇
・
四
二
（
改
正
）

　
　
全
部
六
割
給
付

　
昭
三
一
・
四
・
一
（
改
正
）

　
　
全
部
五
罰
給
付

昭
三
六
・
一
〇
・
一
（
改
正
）

　
世
帯
主
精
神
病
結
核
に
つ
い
て

　
七
割
給
付
、
そ
の
他
五
割
給
付

昭
三
八
9
四
・
一
（
改
正
）

　
世
帯
主
七
割
給
付
、
そ
の
他
五

割
給
付
。

保険料の世帯当調定額

保険料額年度区分

3，103円

3，1C9円

3，192円

3，239円

3，322円

3，810円

3，869円

4，398円

4，594円

5，145円

5，580円（予定）

昭和29年
〃　30〃
〃　31〃
〃　32〃
〃　33〃
〃　34〃
〃　35〃
〃　36〃
〃　37〃

〃　38〃
〃　39〃

◎
給
付
期
間

　
　
当
初
よ
り
現
在
ま
で
転
帰
（
病

　
　
気
の
治
る
ま
で
）

◎
給
付
の
範
囲

　
1
、
療
養
給
付
の
範
囲

　
昭
二
九
・
四
・
一
（
合
併
当
時
）

　
　
診
察
、
薬
剤
治
療
材
料
の
支

　
　
給
処
置
、
手
術
、
そ
の
他
の
手
．

　
　
当
入
院
（
給
食
、
看
護
、
寝
具

　
　
は
除
く
）
往
診

昭
三
四
・
一
・
一
（
改
正
）

　
往
診
給
付
を
制
限

昭
三
四
・
四
・
一
（
改
正
）

往
診
の
給
付

昭
三
六
・
四
・
一
（
改
正
）

　
給
食
（
基
準
給
食
）
給
付

　
寝
具
（
基
準
寝
具
）
給
付

昭
三
七
・
四
土
（
改
正
）

　
歯
科
補
綴
（
入
歯
）
給
付
（
但

　
し
療
養
費
）

昭
三
九
・
四
・
一

　
歯
科
補
綴
給
付
扱
い
と
な
る

2
、
助
産
費

奪　　　　　　　　I

i蹄平等割

1　540円
　　550
　　630
　　590
　　665
　　680
i　660
1

　
者
割
再

率
讐
旨
℃
揚
脇
粥

料
履
均

　保険料の
「論割隆産 塾
耳－

L6％120％l
ll：1陸別
11．9　114

閥口ll 頃．．⊥＿」 ．匹　

　
　

2
3
4
5
6
7
8

　
　

3
3
3
3
3
3
3

　
昭

　
㎜

（注）35年度より34年度の多“あは34年度では健保等の家族か国保にも入っていたためであ1）ます。



q
q
、

年度別保険料の状況（現年度分
区
分

　
　
年
度

調定奢頁
　　　　　　　（Al

収納奢頁
　　　　　　　（B）

未収額
収納割合
　　繰1

一般会言十

繰入金．（q
療養諸費
支給合計額D）

療養諸費に対する

保険料の割鰭

療養諸費に対する
保険料＋一般会計

繰入勉割際1

31 21，940，940 20，361，149 1，579，791 92．80 5，000，000円 30，870，436 ？1．07 87．27

32 22，492，310 20，724，480 1，767，830 92．14 o 29，847，391 75．36 75．36

33 23，275，190 21，534，695 1，740，495 92．52 0 34，544，364 67．38 67．38

34 26，345，040 24，429，680 1，915，360 92．73 1，450，000 40，851，280 ・64．49 68．05

35 21，092，400 19，759，525 1，332，875 93．68 2，000，000 30，741，358 68．61 75．12

36 23，758，990 22，669，257 1，089，733 95．41 4，000，000 37，565，713 63．25 73．89

37 29，948，494 28，631，056 1，317，438 95．60 5，500，000 53，709，597 55．76 66．00

ス　　プ　　ナ　ナ｛”で

昭
二
九
・
四
・
一
（
合
併
当
時
．
）

　
三
〇
〇
円
支
給

昭
三
三
・
四
・
一
（
改
正
）

五
〇
〇
円
文
給

昭
三
七
・
四
・
一
（
改
正
）

　
一
、
○
O
O
円
支
給

昭
三
八
・
四
・
一
（
改
正
）

　
二
、
O
O
O
円
支
給

3
、
葬
祭
費

昭
二
九
・
四
・
一
（
合
併
当
時
）

　
三
〇
〇
円
文
給

昭
三
三
・
四
・
一
（
改
正
）

　
五
〇
〇
円
皮
給

昭
三
七
・
四
・
一
（
改
正
）

　
生
後
一
カ
月
未
満
、
五
〇
〇
円

麦
給

　
生
後
一
ヵ
月
以
上
満
六
才
未
満

六
〇
〇
円
支
給

、
満
六
才
以
上
満
十
四
才
末
満
八

　
○
○
円
麦
給

　
満
十
四
才
以
上
　
一
、
O
O
O

注）35年度よリ34年度の調定額収納額がともに多いのは34年度まては健保等の家族が国保にも入っていたためで

　　あります．

　
　
円
支
給

　
昭
三
八
・
四
・
一
（
改
正
）

　
　
二
、
O
O
O
円
麦
給

◎
保
険
料
の
賦
課
割
合

　
昭
二
九
・
四
・
一
（
合
併
当
時
）

　
　
所
得
割
　
　
　
　
　
　
三
〇
％

　
　
資
産
割
　
　
　
　
　
　
二
三
％

　
　
被
保
険
者
均
等
割
三
〇
％

　
　
世
帯
主
平
等
割
　
　
　
一
七
％

　
　
（
う
ち
健
保
等
と
の
二
重
加
入

　
　
者
ば
所
得
割
の
一
割
削
滅
）

　
昭
三
五
・
四
二
（
改
正
）

　
　
所
得
割
　
　
　
　
　
　
三
五
％

　
　
資
産
割
　
　
　
　
　
一
五
％

　
　
被
保
険
者
均
等
割
三
五
％

　
　
世
帯
平
等
割
　
　
　
　
一
五
％

　
昭
三
八
・
四
・
一
（
改
正
）

　
　
所
得
割
　
　
　
　
　
四
〇
％

　
　
資
産
割
　
　
　
　
　
一
五
％

　
　
被
保
険
者
均
等
割
　
三
二
％

　
　
世
帯
平
等
割
　
　
　
　
一
三
％

◇全員の七割給付の構馨と問題点◇

想囹構

給付率引上げの必要性

く
な
っ
て
き
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

町
村
に
お
い
て
は
受
診
率
も
低
く
平

均
医
療
費
は
比
較
的
医
療
機
関
の
整

備
さ
れ
て
い
る
当
市
に
比
べ
れ
ば
は

る
か
に
低
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が

一
例
を
南
魚
の
大
和
町
に
と
っ
て
み

る
と
数
年
前
よ
り
七
割
給
付
を
実
施

し
て
い
る
が
一
世
帯
当
り
の
保
険
料

は
七
千
六
百
八
十
六
円
で
当
市
の
五

千
五
百
八
十
円
よ
り
高
く
な
っ
て
い
、

保険料負担階戸別世帯当給付費
　　　　　　　　（昭37年度十日町市保険課調査）

各年度別経理関係諸率
　区分
缶・度

現年度分保険料詞定額 被保険者1ヘー1、

国庫、芝出盆
破保険κ1へP，1

　般会、，セ助成
被保険者1人当
南　役　所　費

被1城険者1へ当

保険施設費
被保険呂1ノ＼1『、

給　　封　　費 備　考
1　世　帯　当 保険者1人当

31 3，192円 599円 372円 136円 721＝1 39円 844円 5割給付

32 3，239 622 371 0 111 44 825 〃

33 3，322 655 436 0 103 46 972 〃

34 3，810 769 624 42 116 50 1，212 〃

35 3，869 784 629 74 129 64 1，153 〃

36 4，398 912 756 154 170 76 1，453 〃

37 4，594 965 1，188 175 190 98 1，725 〃

年　度　別　収　支　決　算　状　況

　　　　　年度
区分 31 32 33　　　　　34 35 36 37

オ』　入 41，557，126 38，087，1331雛：1諮：器 40，669，537 49，403，288 81，601，718

オ　　出 38，954，468 37，190，747 39，389，566 46，040，226 71，897，346

差引残金 2，602，658 896，386 △2，391，65741，847，566 1，279，971 3，363，062 9，704，372

る
。
こ
の
こ
と
は
あ
る
程
度
保
険
料

が
増
額
さ
れ
て
も
、
給
付
率
の
引
上

げ
を
希
望
す
る
向
き
が
大
方
で
あ
る

よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

周
囲
に
お
け
る
町
村
動
向
も
あ
る
が

全
員
七
割
給
付
実
施
の
最
も
必
要
な

理
由
は
次
に
よ
る
。

①
先
す
五
割
給
付
で
は
一
部
負
担
金

が
障
害
と
な
っ
て
低
所
得
層
の
受
診

が
抑
制
さ
れ
て
い
る
の
で
被
保
険
者

に
対
す
る
公
平
の
医
療
保
障
の
観
点

36年度の医療給付実熊調査

　　　の受診率状況の一例

か
ら
七
割
給
付
は
極
め
て
重
要
な
問

題
と
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
。

（
次
表
を
参
考
と
さ
れ
た
い
）

②
七
割
給
付
に
す
れ
ぱ
所
得
階
戸
間

の
受
診
率
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
相
当

是
正
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。

（
こ
の
こ
と
は
次
表
の
五
割
給
付
と

六
割
給
付
の
受
診
の
状
況
の
調
査
に

も
表
わ
れ
て
い
る
。
次
表
を
参
照
と

さ
れ
た
い
）

五
割
給
付
町
村

保険料調定額

　　一　一　一　｝　『　皿　　皿

2，000円未満

受診率

21．38％

5，000円〃 20．20％

10，000円〃 22．67％

六
割
給
付
以
上
町
村

保険料調定額 受診率

2，000円未満 27．14％

5，000円〃 24．87％

10，000円’ノ 25．17％

　現在当

市
の
給
付
率
は
世
帯
主
七
…

割
そ
の
他
の
も
の
に
つ
い
て
は
五
還

で
あ
る
。
県
内
の
都
市
の
場
合
は
全

員
の
七
割
給
付
実
施
は
一
市
も
な
い
、

が
中
魚
、
南
魚
、
北
魚
の
町
村
に
お

い
て
は
（
小
千
谷
市
は
当
市
と
同

様
）
六
割
又
は
七
割
の
と
こ
ろ
が
多

③
厚
生
省
に
お
い
て
も
昭
和
四
十
年

一
月
か
ら
四
ヵ
年
計
画
で
所
得
水
準

及
び
受
診
率
が
低
く
か
つ
給
付
率
の

引
上
げ
に
よ
る
医
療
費
の
一
部
を
保

険
料
で
運
営
で
き
る
健
全
財
政
市
町

村
を
七
割
給
付
実
施
対
象
市
町
村
と

し
て
選
定
し
て
ゆ
く
方
針
を
決
定
し

た
こ
と
。

【
全
員
の
七
割
給
付
の
実
施
は
市
民

の
窓
口
払
額
を
減
少
さ
せ
る
】

　
昭
和
三
十
九
年
度
に
お
い
て
の
医

療
費
を
推
計
し
て
み
る
と
（
世
帯
主

は
す
で
に
七
割
給
付
実
施
済
で
あ
る

保　　険　　料　　の　　階　　戸

1，000円未満
：，000円～

　　2，000円
2，000Pト
　　3，000円

3，000円・・

　　4，000111
4，000円～
　　6，000円

6。000F卜
　10，000円

1世帯当，
給付　費

3，777円 4，331円 5，082i’i 5，948円 ・8．164111 10．50αII

10，000F卜
　20，000円

20，000ドト

　　30，000円
30，000円～

　　40，000円
40，000rl卜

　　以　」1

1世帯当
給付　費

・享2，227円、 17，885阿 14．909101 ・10．115iII

町部・村部における受診率及ぴ給付費受益率等の比較

町部100世帯・村部100世帯を抽出調査

　　（昭37年度十日町保険課調査）

の
で
こ
＼
で
は
除
外
す
る
。
家
族
分

謬
の
五
鐸
で
の
審
額

一
が
五
千
百
＋
四
万
八
千
円
（
結
核
予

㎜
防
法
負
担
を
の
ぞ
い
た
額
）
七
割
給

付
に
し
た
場
合
の
市
負
担
額
が
七
千

四
百
三
十
三
万
二
千
円
（
結
核
予
防

一一
法
負
担
）
を
の
ぞ
い
た
額
（
で
五
割
～

舗
誌
鞭
鑓

一
　
こ
の
反
面
市
民
が
医
療
機
関
で

支
払
う
窓
口
払
の
額
は
次
表
の
よ
う

に
少
く
な
る
。

受診率
給付　費 保　険　料

受益率
1人当 世帯当 1人当 世帯当

町部 320．15％ 1，837円 7，0791il 1う252…【i 4．826円 146．7，％

村部 135．52 904ill 4，553円 733FII 4，145円 116．7

（注）①受益率は被保険者1人当保険料を100として

　　　　それに対する1人当給付費の割合をみたものである

　　②圃は市街地圃は合併前旧村部をいう。

擦養諸費に対する保険料と国庫負担金の割合認垢謡緊驚毒謡糾瀦埼欝票畢驚鉾

　　　年度
割合 29 30 31 32 33 34 35 36 37 　38

（推計 磯u
39

（予～》）．

保険料の
割　　　合 63％ 64％ 71％ 75％ 67％ 63％ 68％ 63％ 55％ 45％ 45％

国庫負担金
の　割　合 35％ 32％ 45％ 46％ 45％ 30％ 55％ 53％ 76％ 66％ 64％

注｝①保険料の伽恰と【ql・1・llillb踏1蛤ブ・で｝μ1が100％を超え勧ブ・よ1、務費に廻’ている・：ととなる。

　　②　37年度の国庫負担の割合がのちぢるしぐ1昇しているのは、36年度分の田水沢村の囚庫員担金の
　　　　一郎が37年になって交付さ蕨たためである。

非世帯主（家椥分の窓口払年額の比較（推計）

1
7割給付による
窓口払の減少額

3，093円

区闇引総麟司窓・払Σなる額騰龍籍

5割1細1・ll748・…円15・・676緬円レ，943円

璃給付’11・6・452，…円13・・948・…円4・85・円

備考　5割給付から7割給付になると受診がL昇するその分を5％見て
　　　総医療費を算出した

【
全
員
七
割
給
付
に
よ
る
市
の
負
担

増
分
の
財
源
予
想
】

　
前
の
表
に
も
で
て
い
る
よ
う
に
七

割
給
付
を
実
施
す
る
と
市
民
の
窓
口

払
の
額
は
世
帯
平
均
に
し
て
三
千
円

乃
至
三
千
百
円
位
は
減
少
す
る
が
逆

に
市
の
負
損
が
二
千
三
百
二
十
万
円

位
増
加
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
う

ち
国
庫
補
助
は
お
よ
そ
次
の
よ
う
に

な
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

　
か
り
に
十
日
町
市
が
昭
和
四
十
年

度
よ
り
実
施
し
た
と
す
る
と
国
庫
補

助
が
大
体
五
割
給
付
か
ら
七
割
給
付

に
対
す
る
二
割
増
分
の
四
分
の
三
で

こ
の
額
が
平
年
度
化
の
予
定
で
あ

る
。
他
に
調
整
交
付
金
と
い
う
名
目

の
国
庫
補
助
が
茜
よ
そ
八
十
万
円
位

増
加
と
い
う
計
算
上
の
予
想
が
成
立

し
、
七
割
給
付
に
よ
る
国
庫
補
助
の

増
が
合
計
千
八
百
万
円
と
な
り
、
二

千
三
百
二
十
万
円
の
給
付
費
増
加
額

よ
り
国
庫
補
助
予
想
額
の
千
八
百
万

円
を
差
引
く
と
五
百
二
十
万
円
が
実

帽
質
上
の
市
で
負
担
す
る
増
加
予
想
額

と
い
う
こ
と
に
な
る
ロ

◆
七
割
給
付
実

施
上
の
問
題
点

　
【
先
す
厚
生
省
の
対
象
市
町
村
と
し

て
の
選
定
を
受
け
る
こ
と
が
先
決
と

な
る
こ
と
】

　
か
り
に
全
員
の
七
割
給
付
を
実
施

昭和39年し
て
も
．
厚
生
省
の
指
定
を
受
け
な
け

れ
ば
、
国
庫
補
助
の
千
八
百
万
円
は
ロ

確
保
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
し

て
厚
生
省
は
昭
和
四
十
年
の
一
月
か

ら
四
ヵ
年
計
画
で
実
施
の
方
針
で
あ

り
、
選
定
の
重
点
と
な
る
。
モ
所
得

及
び
受
診
の
低
い
市
町
村
ヤ

の
該
当
を
、
い
つ
受
け
ら
れ
る
か
〉

先
す
聞
題
と
な
る
。
厚
生
省
の
指
定

が
受
け
ら
れ
な
い
と
七
割
給
付
に
必

要
な
一
世
帯
平
均
三
千
円
余
の
額
は

保
険
料
の
増
徴
で
も
し
な
い
か
ぎ

り
確
保
が
不
可
能
と
な
る
。
そ
う
な

る
と
現
在
の
世
帯
当
保
険
料
五
千

五
百
八
十
円
に
三
千
円
が
増
加
さ
れ

一
世
帯
保
険
料
は
八
千
五
百
八
十

円
乃
至
九
千
円
位
と
な
る
。

　
厚
生
省
の
指
定
市
町
村
の
決
定
を

受
け
た
場
合
は
五
百
二
十
万
円
位
を

市
で
確
保
す
れ
ば
実
施
が
可
能
と

な
る
。
但
し
五
百
二
十
万
円
は
実
施

初
年
度
の
必
要
額
で
あ
る
の
で
年
々

受
診
が
上
昇
傾
向
に
あ
る
た
め
、

市
負
担
額
は
逐
次
増
額
に
な
ろ
う
と

思
わ
れ
る
。

【
厚
生
省
の
選
定
の
基
本
は
、
国
庫

補
助
以
外
を
で
き
る
だ
け
保
険
料

で
賄
な
う
こ
と
が
原
則
と
な
っ
て
い

る
こ
と
】

　
実
施
指
定
を
受
け
る
場
合
、
市
で

五
百
二
＋
万
円
を
保
険
料
で
賄
な

・
う
こ
と
を
、
原
則
と
す
る
と
、
一
世
帯

当
り
額
八
百
五
十
円
の
値
上
げ
と
な

り
現
在
の
一
世
帯
当
り
五
千
五
百
八

十
円
に
こ
の
額
を
加
え
る
と
、
一
世

帯
当
り
保
険
料
は
六
千
四
百
三
＋

円
と
な
る
。
こ
の
七
割
給
付
の
保

険
料
と
、
五
割
給
付
の
場
合
の
五

一割
を
超
え
る
分
の
窓
口
払
額
と
を
総

合
的
に
老
え
る
と
、
次
の
よ
う
に
な

一
る
・

一
【
籍
付
の
場
合
】

◎
一
世
帯
平
均
保
険
料

　
　
　
　
　
　
　
五
千
五
百
八
十
円

一
◎
藷
か
宅
割
の
二
割
分
（
こ
れ

　
が
窓
口
で
払
わ
れ
て
い
る
額
）
の

　
　
一
世
帯
平
均
　
　
三
千
九
十
三
円

▽
合
計
八
千
六
百
七
十
三
円

露
離
鮮

一マ
合
計
李
四
亘
二
＋
円

一◎
差
引
　
一
世
帯
当
り
負
担
減
と
な

　
る
額
二
千
二
百
四
十
三
円
。
　
（
こ

　
の
額
が
国
庫
補
助
と
な
っ
て
交
付

　
の
予
定
）

　
以
上
の
よ
う
に
、
七
割
給
付
実
施

の
場
合
、
あ
る
程
度
の
保
険
料
増

穰
必
要
奏
・
こ
の
奮
被

保
険
者
各
位
か
ら
充
分
御
理
解
い

た
だ
き
、
七
割
給
付
実
施
に
つ
い
て

の
御
意
見
と
御
批
判
を
い
た
だ
き
た

い
。

　
【
現
在
県
内
二
十
市
の
給
付
割
合
い

は
全
部
が
世
帯
主
が
七
割
、
家
族
は

五
割
で
あ
る
】

以上実施の町村の
（39年度予算）　〔参考〕

付
料

給
険

醐
保

雇麟1給付割合町村名
6，593円

7。297

8，635

6，272

4，200

47952

7，686

7，815

5，629

6，326

割
割
上

ア
　

・

王
族

帯世
家
全

上
上
上

全
全
全

上
割
割
割
上
L

　
　
　
ア
　
ア

　
・
王
族
員

　
帯

全
世
家
全
全
全

川口町
堀之内町

塩沢町
村
町
村
　
町
　
村
町
町

　
　
　
　
　
　
　
谷

神
南
里
　
和
　
　
沢
日

　
　
　
　
　
　
　
之

広
津
中
大
湯
湯
六

県内20市の保険料の状況（39年度予算）

一世帯当
保険料
　8，149

　8，550

　9，102

　6。800

　5，576

　6，926

　8，400

矧一

市

　
　
　
附

　
　
　
見

市

燕　市

村上市
直江津市

新井市

五泉市

白根市

一世帯当

保険料
　7，532円

　7，536

　8，473

　6，151

　8，539

　5，076

　5，029

　6，486

　5，580

　7，138

名市

新潟市

長岡市

高田市

柏崎市
新発田市

小千谷市

栃尾市
、糸魚川市

十日町市

加茂市
三条市、新津市、両津市は不明
給付割合は全部世帯主7割家族5割である。

国
保
運
営
協
議
会
の
組
織
は

　
　
　
　
　
各
分
野
か
ら
五
人
づ
つ

0
公
益
を
代
表
す
る
委
員
②
国
民
健

康
保
険
医
を
代
表
す
る
委
員
③
被
保

険
者
を
代
表
す
る
委
員
が
同
数
を
も

っ
て
組
織
さ
れ
、
定
数
は
条
例
で
定

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
市

で
は
そ
れ
ぐ
五
人
づ
つ
で
構
成
さ

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
会
に
は
会
長
一

人
を
公
益
委
員
を
代
表
す
る
委
員
か

ら
選
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
｝

　
（
公
益
代
表
委
員
）

◎
会
長
（
三
八
、
六
）
選
出

竹
内
真

　
阿
部
ケ
イ
、
斉
木
正
義
、
竹
内
真

　
福
崎
正
平
、
村
山
正
明
。

『

国
保
運
営
協
議
会

事務機構

役

長

収
入
役

（
国
民
健
康
保
険
医
代
表

委
員
）

鈴
木
智
、
広
瀬
辰
夫
、
田
中
顕
、

大
島
義
隆
、
服
部
純
。

（
被
保
険
者
代
表
委
員
）

根
津
直
吉
、
滝
沢
忠
太
郎
、
橋
本

亀
三
郎
、
小
林
殖
、
保
坂
悦
治
。

　

｝
縣
野
彊
応
じ
・
国

一　
民
健
康
保
険
の
運
営
に
関
す
る
重

　
要
事
項
の
審
議
。

　　　保
　　　監

r」r
保　　　　　保
険

指　　　　　険
導

係　　　　　係

住　　　　資岡
民　　　　格保
の

健　　・㌶
盛　　撚
華　蝦
　　　　　　等
保　　　　のの
健　　　　他庶
活　　　　全務
動　　　　般．
全　　　　事給

磐　　務付

税

務

課

（
保
険
料
の
賦
課
徴
収
）
双
》

庶
務
課
　
　
（
保
険
料
の
誌
脚
昇
率
務
）

布

民

課

（
資
格
の
屈
出
の
受
付
）
彗
》

遼
計
課
　
　
（
給
付
費
等
の
支
払
）
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み

ん
な
の
保
険

保
健
活
動
の
あ
ら
ま
し

　
「
健
康
で
楽
し
く
く
ら
し
た
い
」

こ
れ
は
一
人
女
々
の
願
い
で
あ
り
、

み
ん
な
の
願
い
で
あ
り
ま
す
。
医

療
制
度
も
予
防
活
動
も
す
べ
て
こ
の

願
い
に
根
ざ
し
、
国
の
施
策
も
県
の

行
政
も
市
政
も
こ
の
目
標
か
ら
出
発

し
、
こ
の
目
標
へ
集
結
し
な
け
れ
ぱ

な
り
ま
せ
ん
。

市
は
い
ま
保
険
課
に
保
健
婦
を
置
い

て
み
ん
な
の
病
気
を
少
な
く
す
る
た

め
に
、
み
ん
な
の
健
康
を
守
る
た
め

に
予
防
活
動
の
推
進
に
当
ら
せ
て
い

ま
す
。
し
か
し
保
健
婦
が
足
り
な
く

思
う
程
の
活
動
も
で
き
ま
せ
ん
が
、

全
員
が
精
一
ぱ
い
の
努
力
を
つ
づ
け

て
い
ま
す
。
こ
こ
に
保
健
婦
活
動
の

「
あ
ら
ま
し
」
を
わ
知
ら
せ
い
た

し
、
こ
の
活
動
が
単
に
保
健
婦
の
手

に
よ
っ
て
の
み
進
め
ら
れ
る
こ
と
で

な
く
皆
さ
ん
の
生
活
の
中
で
芽
生
え

向
上
し
具
体
化
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
を

ね
が
っ
て
い
ま
す
。

一
、
保
健
婦
活
動
の
方
針

　
保
健
衛
生
に
対
す
る
市
民
全
般
の

　
関
心
と
意
欲
の
向
上
を
は
か
り
、

　
疾
病
を
予
防
し
減
少
さ
せ
、
市
民

　
の
健
康
の
保
持
増
進
に
寄
与
す
る

　
活
動
の
確
立
を
は
か
る
。

二
、
活
動
の
目
標
（
ね
ら
い
）

▽
母
子
衛
生

　
◎
乳
幼
児
発
育
の
保
持
増
進

◎
死
亡
率
の
低
下

　
◎
妊
産
婦
の
健
康
の
保
持

　
◎
未
熟
児
出
産
の
防
止

　
◎
死
産
及
び
妊
娠
中
絶
の
減
少

▽
群
警
よ
る
予
防
の
隻

　◎

適
正
治
療
（
主
治
医
の
指
示
に

　
　
に
よ
り
適
正
治
療
の
指
導
）

　
◎
家
族
感
染
の
防
止
指
導

一
▽
衛
生
教
育

一
　
◎
衛
生
思
想
の
普
及

『
▽
食
生
活
指
導

◎◎

鰭
蟹

▽
成
人
病
予
防

　
◎
予
防
知
識
の
普
及

▽
寄
生
虫
対
策

　
◎
虫
卵
保
有
者
の
発
見
と
そ
の
駆

　
　
除
及
び
予
防

一
▽
池
区
組
織
の
育
成
強
化

　
◎
保
健
衛
生
向
上
の
た
め
の
集
団

　
　
活
動
の
育
成
と
強
化

三
、
こ
と
し
の
実
施
計
画

　
大
要
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
お
り

ま
す
。
　
（
細
部
に
つ
い
て
は
そ
の
都

度
御
通
知
い
た
し
ま
す
）

◇
乳
幼
児
検
診

　
◎
医
師
に
よ
る
診
察
と
指
導
及
び

　
　
身
体
測
定
を
実
施
す
る
。

　
◎
時
期
　
三
月
中
旬
～
四
月
上
旬
・

　
　
市
内
十
二
会
場
で
実
施
八
月
下

　
　
旬
～
九
月
中
旬
市
内
十
二
会
場

　
　
で
実
施

◎
指
導
担
当

　
　
医
師
一
人
、
保
健
婦
六
人
、
助

　
　
産
婦
若
干
名

　
◎
医
師
に
よ
る
診
察
と
指
導
及
び

　
　
身
体
測
定
を
実
施
す
る
。

◇
三
才
児
検
診

　
◎
時
期
、
七
月
市
内
十
二
会
場
で

　
　
実
施
。

◎
指
導
担
当

　
　
医
師
一
人
、
保
健
婦
六
人
、
助

　
　
産
婦
若
干
名

◇
虚
弱
児
検
診

　
◎
乳
幼
児
検
診
後
の
要
指
導
者
を

　
　
対
象
と
し
て
小
児
科
専
門
医
に

　
　
よ
る
診
察
及
び
指
導
を
行
な
う

　
◎
時
期
、
五
月
一
回
、
十
月
一
回

　
◎
指
導
担
当
　
医
師
一
人
保
健
婦

　
　
六
人
、
助
産
婦
若
．
干
名

◇
育
児
相
談

　
◎
乳
幼
児
の
し
つ
け
、
病
気
の
知

　
　
識
と
そ
の
予
防
、
離
乳
等
の
相
．

　
　
談
（
保
健
の
地
区
組
織
を
結
成

　
　
し
て
い
る
地
区
等
の
要
望
に
よ

　
　
る
も
の
）

　
◎
時
期

　
　
地
区
組
織
結
成
の
と
こ
ろ
は
毎

　
　
月
（
隔
月
の
と
こ
ろ
も
あ
る
）

　
　
そ
の
地
区
で
実
施
す
る
。

　
　
結
成
地
区
外
等
は
各
出
張
所
及

　
　
び
本
庁
単
位
に
月
一
回
相
談
日

　
　
を
設
け
実
施
す
る

　
　
指
導
担
当
、
保
健
婦

．
◇
妊
婦
検
診

　
◎
医
師
の
診
察
と
指
導
、
血
圧
測

　
　
定
、
検
尿
、
血
液
検
査
を
実
施

　
　
す
る
。
　
（
母
子
手
帳
も
交
付
す

　
　
る
。
）

　
◎
時
期
　
五
月
～
六
月
、
市
内
十

　
　
会
場
で
実
施
、
十
月
～
十
一
月

　
　
市
内
十
会
場
で
実
施
。

　
◎
指
導
担
当
　
医
師
一
入
、
助
産

〔
ご
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

証
は
診
療
を
受
け
よ
う
と
す
る
医
療

機
関
の
窓
口
に
必
す
堤
．
、
小
し
て
下
さ

い
。
被
保
険
者
証
を
提
出
し
な
い
と

き
は
全
額
支
払
う
こ
と
に
な
っ
て
も

異
議
は
申
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
の
で
特
に
忘
れ
な
い
よ
う
に

し
て
く
だ
、
さ
い
。

〔
二
〕
診
療
を
受
け
た
と
き
は
市
で

負
担
す
る
分
（
世
帯
主
七
割
、
家
族

五
割
）
を
差
引
い
た
あ
と
の
．
額
が
医

療
機
関
か
ら
請
求
に
な
り
ま
す
か

ら
、
そ
の
都
度
医
僚
機
関
の
窓
口
へ

支
払
っ
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
支
払
を

い
つ
ま
で
も
し
な
い
で
い
ま
す
と
最

後
は
市
で
強
制
執
行
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、

一
回
で
支
払
う
こ
と
が
で
き
な
い
よ

う
な
と
き
は
特
に
そ
の
旨
を
．
医
療
機

関
に
申
出
て
御
了
承
を
い
た
だ
く
等

誠
意
の
あ
る
方
法
を
と
っ
て
く
だ
さ

い
。〔

三
〕
県
外
の
医
療
機
関
で
診
療
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
で
も

被
保
険
者
証
は
持
参
下
さ
い
。
も
し

被
保
険
者
証
が
き
か
な
い
医
療
機
関

の
と
き
は
市
艮
の
承
認
証
明
書
の
交

付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。
　
（
市
役
所

保
険
課
で
交
付
を
し
ま
す
か
ら
お
出

で
く
だ
さ
い
。
）
そ
の
証
明
書
は
医

療
機
関
の
窓
口
へ
提
出
し
て
療
養
を

受
け
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
場
合
は
医

療
機
関
の
窓
口
へ
全
額
を
支
払
わ
れ

そ
の
時
の
診
療
の
内
容
が
わ
か
る
明

細
を
記
人
さ
れ
た
受
領
証
を
い
た
だ
・

き
、
市
役
所
の
保
険
課
へ
出
し
て
く

一赤ちやんコンテストの一コマ＝＝＝

　
第
三
者
で
あ
る
他
人
か
ら
加
害
さ

れ
た
場
合
は
加
害
者
よ
り
一
切
の
医

療
費
の
支
払
い
を
受
け
国
保
よ
り
は

支
払
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
原
則

で
す
。
こ
う
し
た
事
故
を
受
け
た
場

合
は
市
役
所
（
保
険
課
）
へ
早
急
に

相
談
し
治
療
先
医
療
機
関
へ
も
そ
の

旨
お
知
ら
せ
し
て
く
だ
ざ
い
。

⑧
そ
の
他
の
犯
罪
行
為
、
泥
酔
や
不

　
行
跡
に
よ
る
故
意
の
疾
病
負
傷
は

　
　
婦
若
干
名
、
保
健
婦
六
人
。

◇
妊
婦
相
談

　
◎
妊
婦
検
診
の
実
施
月
を
の
ぞ
い

　
　
た
月
に
行
な
い
、
助
産
婦
に
よ

　
　
る
診
察
並
び
に
血
圧
測
定
、
検

　
　
尿
又
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
学
習
等

　
　
を
実
施
す
る
。

　
◎
指
導
担
当
、
助
産
婦
、
保
健
婦

◇
家
族
計
画

　
◎
特
別
普
及
地
区
を
設
け
実
施
指

　
　
導
員
を
委
嘱
し
指
導
と
普
及
に

　
　
つ
と
め
る
。
普
及
地
区
外
は
保

　
　
健
婦
に
よ
る
啓
豪
と
そ
の
普
及

　
　
叉
地
区
組
織
の
あ
る
と
こ
ろ
は

　
　
講
習
会
実
施
等
に
つ
と
め
る
。

◇
家
庭
訪
問

　
◎
結
核
患
者
、
母
子
関
係
に
つ
い

　
　
て
訪
問
し
個
別
相
談
す
る
。

◇
衛
生
教
育

　
◎
結
核
、
母
子
、
伝
染
病
、
寄
生

　
　
虫
、
家
庭
看
護
等
に
つ
い
て
の

　
　
学
習
を
実
施
す
る
。

◇
健
康
相
談

　
◎
結
核
、
母
子
、
成
人
病
を
主
と

　
　
し
て
実
施
す
る
。

◇
寄
生
虫
対
策

　
◎
一
般
の
検
便
実
施

　
　
虫
卵
保
有
者
の
駆
除
（
医
師
の

　
　
指
示
を
得
る
）
寄
生
虫
に
つ
い

　
　
て
の
学
習
を
行
う
。

◇
食
生
活
改
善

　
◎
講
習
会
、
実
習
、
栄
養
調
査
等

　
　
を
実
施
す
る
。

　
◎
指
導
担
当
、
栄
養
士
、
保
健
婦

．
◇
血
圧
測
定

　
◎
要
望
の
あ
る
と
こ
ろ
を
実
施
し

　
　
早
期
受
診
の
徹
底
を
図
る
。

◇
予
防
接
種
住
民
検
診
の
強
化

　
◎
接
種
率
、
受
検
率
の
向
上
の
た

　
　
め
の
啓
豪
に
つ
と
め
る
。

四
、
保
建
婦
の
地
区
担
当

　
現
在
の
と
こ
ろ
「
実
施
計
画
」
に

　
も
あ
り
ま
す
よ
う
に
市
の
全
般
的

　
の
業
務
が
多
く
、
地
域
地
域
の
保

事務実績表（所用時問）昭和38年度

　
健
サ
ー
ビ
ス
に
は
不
充
分
な
面
が

　
多
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し

　
全
般
業
務
の
ほ
か
に
一
応
地
区
担

　
当
も
次
の
よ
う
に
し
て
あ
り
ま
す

　
の
で
御
利
用
下
さ
い
。

五
、
保
健
活
動
の
母
体
と
し
て
の
地

区
組
織

　
「
自
分
達
の
健
康
は
自
分
達
で
守

　
ろ
う
」
と
い
う
乙
と
で
最
近
あ
ち

　
こ
ち
に
、
地
域
の
衛
生
や
保
健
の

こ
と
又
子
供
の
健
康
の
こ
と
、
一

家
の
栄
養
の
こ
と
等
を
自
分
一
人

で
考
え
る
だ
け
で
な
く
「
み
ん
な

で
考
え
」
　
「
み
ん
な
で
研
究
し
」

「
そ
ろ
っ
て
実
施
し
よ
う
」
と
い

う
婦
人
の
組
織
が
市
内
二
十
三
地

区
に
結
成
さ
れ
序
女
に
そ
の
成
果

を
挙
げ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ

ら
の
組
織
は
と
き
に
は
保
健
婦
の

助
言
を
得
、
保
健
所
の
指
導
を
得

直
管
診
療
所

．
市
で
は
い
ま
医
師
の
不
足
地
域
四

ヵ
所
に
診
療
所
を
設
置
し
て
運
営
し

て
い
ま
す
ロ

一
▽
馨
し
て
い
る
理
由

　
　
ぼ
　
　
が
　
　
　
に
　
　
し
へ

一
き
地
の
み
は
墓
ら
ぬ
馨

　
区
や
、
医
師
の
不
足
地
区
と
な
っ

，
て
お
る
こ
と
。

一
◎
醤
冬
期
間
に
は
こ
の
こ
と
が
切

一
　
実
な
問
題
と
な
っ
て
住
民
の
不
安

　
を
増
大
し
て
い
る
こ
と
。

皿
◎
遠
い
た
め
往
診
依
頼
も
な
か
な
か

　
容
易
で
な
く
叉
往
診
料
は
難
路
加

　
算
が
高
く
つ
き
、
通
院
に
は
交
通

　
費
が
か
さ
む
等
、
貧
困
世
帯
に
は

区　　　　　　分 総　　　　　数

従　事　保　健　婦　数 1ケ11刷立6～x12用＝72，・

総　　　時　　　問　　　数 13．344時間

劇総　　件　　数
庭 1．134件

醜事時問 1．276時間

衛生教育の従箏時問 ツ1．601時問

覧網犀件数 2，694件

のの
歯・卿 懸L従　時事　問 1，054時間

策刃 集団検診の従事時問 2．535時間

疾病の早期治療対策の従事時間 136時間

教育及ぴ研修の従事時間 1．164時悶

記録及び統計の従事時問 3．907時間

その他の従事時間 1．671蒔間

（
市
内
は
大
体
こ
れ
に
該
当
）
は
ニ

キ
ロ
以
内
百
八
十
円
、
ニ
キ
ロ
増
す
ご
と

に
七
十
六
円
が
加
算
と
な
り
ま
す
。

▽
難
路
往
診
（
山
坂
及
び
雪
の
あ
る

道
路
）

　
普
通
往
診
の
基
本
料
金
の
二
倍
加

算
で
総
体
的
に
三
倍
と
な
り
ま
す
。

▽
暴
風
雨
、
雪
時
往
診
（
警
報
の
出
た

時
）

　
難
踏
往
診
と
同
額

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き

知
っ
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
◇
医
療
を
受
け
る
と
き
の
心
得
◇

だ
さ
い
。
国
保
で
は
定
め
ら
れ
た
範

囲
の
分
に
つ
い
て
後
日
、
直
接
本
人

へ
支
給
い
た
し
ま
す
。

〔
四
〕
交
通
事
故
叉
は
自
分
で
故
意

に
負
傷
し
た
り
、
泥
酔
や
不
行
跡
に

よ
る
も
の
又
は
犯
罪
行
為
に
よ
る
疾

病
負
傷
の
場
合
は
次
の
よ
う
に
な
り

ま
す
の
で
御
注
意
下
さ
い
。

①
交
通
事
故

一
切
国
保
で
は
支
払
わ
れ
な
い
こ
と

に
法
律
で
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
の
で

御
留
意
く
だ
さ
い
。

〔
五
〕
往
診
料
に
つ
い
て

　
往
診
料
は
大
体
次
の
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
の
で
参
考
に
お
知
ら
せ
い

た
し
ま
す
。

▽
普
通
路
往
診
（
雪
も
な
く
比
較
的

平
坦
の
道
路
）
の
基
本
料
金
は
乙
表

▽
夜
間
往
診

　
普
通
路
往
診
の
基
、
本
料
金
の
一
倍

加
算
で
総
体
的
に
二
倍

▽
深
夜
往
診
（
午
後
十
時
よ
り
午
前

六
時
ま
で
）

　
普
通
路
往
診
の
基
本
料
金
の
二
倍

加
算
と
な
る
の
で
合
計
で
三
倍
と
な

り
ま
す
。

▽
又
、
難
路
で
深
夜
で
暴
風
雨
雪
時

が
重
な
っ
た
場
合
の
往
診
料
は
結
局

普
通
路
の
基
本
料
金
の
六
倍
が
加
算

と
な
り
合
計
で
七
倍
額
と
な
り
ま
す

　
以
上
の
額
が
費
用
額
で
あ
り
そ
の

う
ち
世
帯
主
は
三
割
家
族
の
人
達
に

つ
い
て
は
五
割
が
患
者
の
負
担
と
な

り
ま
す
。

▽
往
診
に
要
し
た
自
動
喧
賃
は
全
額

患
者
負
担
と
な
り
ま
す
。

◇
現
況
（
昭
三
十
九
年
一
月
現
在
）

被
保
険
者
数
　
三
〇
、
三
七
二
人

加
入
世
帯
数
　
　
六
、
五
一
九
世
帯

▽
十
日
町
市
が
給
付
す
る
範
囲

1
、
診
察
（
健
康
診
断
は
除
く
）

2
、
薬
剤
又
は
治
療
材
料
の
支
給

3
、
処
置
、
手
術
そ
の
他
の
治
療

4
、
入
院

5
、
移
送
、
付
添
看
護
婦
（
医
師
の

　
証
明
に
よ
り
市
長
の
承
認
を
受
け

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）

6
、
被
保
険
者
の
お
産
の
場
合
の
助

　
算
費
二
、
O
O
O
円

7
、
被
保
険
者
の
死
亡
葬
祭
費
二
、

　
O
O
O
円

▽
一
部
負
担
金
（
医
療
機
関
の
窓
口

で
払
う
割
A
・
）

保健婦み彊瘍所担当保塵婦数

市役所（本庁）　，　　2人
地区名

人六箇出張所

吉田出張．所1．　1八
下条出張所　　1人
水沢出張所t　1△．

　
　

条
南
　
北
D

以
　
・
馴

中
鱒
．
霜

瓢
．
箇
螂

治
治

＋
川
六
川

一
田

…
。

｝
条

沢

下

禾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
負
担
が
重
く
簡
単
に
診
療
を
受
け

　
ら
れ
な
い
、
等
女
か
ら
市
街
地
に

　
比
べ
受
診
が
低
く
な
り
、
相
当
、
璽

　
患
に
な
る
ま
で
が
ま
ん
し
て
し
ま

　
う
結
果
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
た

　
が
っ
て
受
診
が
抑
制
さ
れ
受
益
率

　
　
（
保
険
料
に
比
し
給
付
費
の
割

　
合
）
も
市
街
地
よ
り
は
る
か
に
低

　
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

　
実
態
か
ら
公
平
に
医
療
の
恩
恵
を
・

　
受
け
て
い
た
だ
く
た
め
、
又
住
民

　
が
安
心
し
て
生
活
が
で
き
る
た
め

　
市
全
体
の
福
祉
面
か
ら
考
え
現
在

　
の
診
療
所
は
設
置
し
て
お
く
必
要
甲

　
が
あ
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
　
（
次
表
の
受
益
率
及
び
地
．
区
別
医

　
療
機
関
数
を
参
照
く
だ
さ
い
。
）

㎜
▽
地
区
別
（
旧
町
村
地
区
）
医
療
機

　
関
数

一
、
＋
日
町
地
区

　
病
院
一
、
個
人
開
業
医
十
一
、
歯
．

　
科
七

一
一
、
中
条
地
区

　
病
院
一
　
（
歯
科
一
が
入
っ
て
い

　
る
）
、
病
院
の
診
療
所
一
（
週
三

　
日
診
療
）
、
歯
科
一
、
直
営
診
療

　
所
一

三
、
六
箇
地
区

　
世
帯
主
　
　
　
　
三
割

　
そ
の
他
の
者
　
　
五
割

▽
給
付
す
る
期
間
　
転
帰
ま
で
（
病

　
気
が
な
お
る
ま
で
）

▽
保
険
料
の
賦
課
割
合
と
料
率

賦
課
割
合
　
所
得
割
百
分
の
四
十
、

　
資
産
割
百
分
の
十
、
五
、
被
保
険
者

　
均
等
割
百
分
の
三
十
二
、
世
帯
平

　
等
割
百
分
の
十
三

料
率
（
三
八
年
度
）
　
所
得
割
百
分
の

　
　
一
・
六
、
資
産
制
割
百
分
の
十
七

　
　
・
O
、
被
保
険
者
均
等
割
一
人
三

　
百
五
十
円
、
世
帯
平
均
等
割
一
世

　
帯
六
百
六
十
円

▽
保
険
料
の
納
期

　
第
一
期
四
月
十
六
日
～
同
月
三
十

　
日
ま
で

　
第
二
期
六
月
十
六
日
～
同
月
三
十

　
日
ま
で

　
第
三
期
八
月
十
六
日
～
同
月
三
十

　
　
一
日
ま
で

　
第
四
期
＋
月
十
六
日
～
同
月
三
十

　
　
一
日
ま
で

　
第
五
期
十
二
月
十
六
日
～
同
月
二

　
＋
五
日
ま
で

　
第
六
期
二
月
十
六
日
～
同
月
末
日

　
ま
で

医
師
の
講
義
を
聞
く
等
し
て
知
識

を
高
め
つ
つ
中
に
は
地
域
ぐ
る
み

の
活
動
に
ま
で
成
長
し
て
い
る
と

こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
組

織
が
最
寄
女
の
地
区
で
結
成
さ
れ
。

保
健
振
興
の
母
体
と
な
っ
て
も
ら

う
ご
と
を
ね
が
っ
て
い
ま
す
。

状
況

昭和36年度における調査結果

区　　分 受診率
1世帯当

保険料
1世帯当

給付費
受益率 1ケ年おき

薬代（売薬）

市　街　地 　　％320．15 　　円4，826．
　　円
7，079

　％
147 　　円1，468

市街鵬縣 135．52 4，145 4，553 110 2，269

国道より4K
以 Lのへき地

150．60 3，504 4，627 132 3，187

な
し

亡
心
れ
六

◆
加
入
脱
退
の

届
出
方
法
◆

・
1
、
十
日
町
市
の
国
民
健
康
保
険
に

　
は
、
ど
う
い
う
人
達
が
加
入
し
な

　
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
か
。

　
　
健
康
保
険
、
船
員
保
険
、
国
家

　
公
務
員
共
済
組
合
、
地
方
公
務
員

　
共
済
組
合
、
公
共
企
業
体
職
員
共

　
済
組
合
、
日
雇
健
康
保
険
等
の
社

　
会
保
険
加
入
者
及
び
そ
の
扶
養
者

　
叉
は
生
活
保
護
（
医
療
保
護
を
含

　
む
）
を
受
け
て
い
る
も
の
以
外
の

　
十
日
町
市
に
住
所
を
有
し
て
い
る

　
者
は
全
部
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り

　
ま
せ
ん
。
　
（
法
律
で
義
務
づ
け
ら

　
れ
て
お
り
ま
す
）

2
、
加
入
脱
退
の
届
出
を
し
な
い
と

　
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
。

　
　
加
入
脱
退
の
届
出
は
、
事
件
発

　
生
後
十
日
以
内
に
世
帯
主
が
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て

　
い
ま
す
か
ら
、
忘
れ
な
い
で
早
く

　
し
て
下
さ
い
。

◎
加
入
の
届
出
を
し
な
か
っ

　
　
た
場
ム
・

　
　
病
気
に
な
っ
て
お
．
医
者
さ
ん
に

　
か
か
ろ
う
と
し
て
も
、
被
保
険
者

　
証
が
な
い
た
め
医
療
費
の
全
額
を

　
自
分
で
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く



、
O
N

四
、
川
治
地
区

直
営
診
療
所
一

五
、
士
・
田
地
区

直
営
診
療
所
一

山
ハ
、
下
条
地
区

　
個
人
開
業
医
一
、
病
院
の
診
療
所

　
一
（
週
三
日
診
療
）

七
、
水
沢
地
区
　
　
　
　
　
　
・

　
個
人
開
業
医
一
、
病
院
の
診
療
所
一

　
一
、
歯
科
医
一
、
直
営
診
療
所
一

▽
十
日
町
市
診
療
所
施
設

◎
新
水
診
療
所
（
丙
型
）

一
、
設
立
年
月
日

　
昭
和
二
十
五
年
十
二
月
一
日

二
、
建
坪
、
八
二
坪
（
併
設
住
宅
含

　
む
）

三
、
病
床
数
、
、
五
床

四
、
職
員
、
医
師
一
、
看
護
婦
一
、

事
務
一

五
、
診
療
科
目
（
現
在
）

　
内
科
、
産
婦
人
科

◎
吉
田
診
療
所
（
乙
型
）

一
、
設
立
年
月
日

　
昭
和
三
十
二
年
十
月
一
日

二
、
建
坪
、
三
〇
・
二
五
坪

三
、
医
師
住
宅
、
二
四
坪

四
、
職
員
、
医
師
一
人
、
看
護
婦
一

　
事
務
員
一
、
使
丁
一

五
、
診
療
科
目
、
内
科
、
小
児
科

◎
川
治
診
療
所

一
、
設
立
年
月
日

　
昭
和
三
十
年
七
月
一
日

二
、
建
坪
、
三
四
坪

三
、
診
療
車
．
一
台

四
、
職
員
、
医
師
一
、
看
護
婦
一
、

　
事
務
員
一

五
、
医
師
住
宅
、
借
家

六
、
診
療
科
目
、
内
科
、
皮
膚
泌
尿

　
科
、
婦
人
科

◎
水
沢
診
療
所

一
、
設
立
年
月
日

　
昭
和
二
十
六
年
三
月
十
五
日

二
、
建
坪
、
五
三
・
二
五
坪

三
、
医
師
住
宅
、
一
八
・
五
坪

四
、
診
療
車
、
一
台

五
、
職
員
、
医
師
一
、
看
護
婦
一
、

　
使
丁
一

六
、
診
療
科
目
、
内
科
、
小
児
科

昭和37年度決算昇（経営収支の状況）

　

科目1金額
8，171，945円職員費

43，241
費
一
費

、
繕
…
療

営
一
医医療費2，165，149
その他の支出1　5，719，856

　　収　　 　 　入

科
皿

目1棄、㎜墾

診療収入13，547，215円

1部負担蚕1棚，745
（窓口徴収分） 　’

繰入金3，267，000

！6，1004191計

△　　6，816，735ドヨ

その他の収入 　1・067，496

　　　　　　
　　計 9，283，456

　　　　　　1
　　　　　収支差引残

①37年度の支出の中には前年度よりの△5，219，264円と設備費の
　診療車1，472，600円が入つている。
②新水診療所、吉田診療所がそれぞれ半年問医師がなく休診と
　なつているため収入も減少している。

5

◎
資
格
を
失
な
う
時
期

①
市
に
住
所
を
有
し
な
く
な
っ
た
翌

　
日
、
ま
た
は
社
会
保
険
等
に
入
っ
・

　
た
日
及
び
生
活
保
護
を
受
け
た
日

　
に
な
り
ま
す
．

②
死
亡
し
た
日
。

◎
届
出
を
す
る
場
所

　
　
市
役
所
、
ま
た
は
最
寄
り
の
出
一

　
張
所
。

◎
そ
の
他
の
こ
と

、
①
修
学
の
た
め
や
、
季
節
出
稼
、
長

　
期
旅
行
に
つ
い
て
は
、
（
学
）
ま
た

　
は
（
特
）
で
別
に
被
保
険
者
証
が
出

　
せ
ま
す
の
で
、
必
要
な
と
き
は
市

昭和39年度診療所施設勘定予算

出支入収

金　額

　　　千円
12ラ980

4．265

分区

費務総

費医業
30劃債公

金　類

　　　千円
13，612

　　460

3，000

区　分

診療収入
使用料及手数料

金入繰

ー

金出諸支

209

17．489

予備費
支出合計

400

17

国庫支出金

入収諸

17．489収入合計

．
▽
稽
群
築
さ
霧
欝
餌
欝
雛

診
療
所
の
経
営
は
最
近
特
に
容
易
で
　
合
は
別
）
で
き
る
だ
け
午
前
中
に
お

｝
な
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
ね
が
い
し
て
お
く
よ
う
に
心
掛
け
て

一
①
交
通
機
関
の
発
達
②
他
医
療
機
関
く
だ
ざ
い
・
（
そ
う
す
れ
ば
そ
の
日
の

百
加
嬬
確
保
の
困
漿
大
豪
組
ま
れ
無
駄
が
省
け
蒋

藻
姻
譲
騒
難
隷
翻
籔
鶴
讐

一
療
所
に
お
い
て
は
特
べ
つ
な
へ
き
地
支
払
わ
れ
る
よ
う
に
し
、
未
納
を
な

一
に
は
出
張
診
療
、
巡
回
診
療
等
を
行
く
す
る
よ
う
に
心
掛
け
て
く
だ
さ

　

㎝
難
鞭
講
灘
一
い
．

　
猛
解
　
説
“

被
保
険
者
－
国
保
に
加
入
し
て

　
い
る
世
帯
・
王
と
そ
の
家
族
全
員
を

　
い
ア
つ
。

『
擬
制
世
帯
－
家
族
の
者
が
国
保
に

　
入
っ
て
お
り
世
帯
主
が
他
の
健
康

　
保
険
等
に
入
っ
て
国
保
に
入
っ

　
て
い
な
い
世
帯
を
い
う
。

費
用
．
額
－
市
で
払
う
．
額
と
患
者
が

　
医
療
機
関
で
払
う
額
及
び
結
核

　
予
防
法
や
そ
の
他
の
法
に
基
き
支

　
払
う
額
の
合
計
額
を
い
う
。
　
　
　
　
て
い
な
い
区
療
慨
閑
で
治
、
襟
を

保
険
者
負
担
額
ー
保
険
者
で
あ
　
受
け
た
場
合
医
療
機
関
に
患

　
る
市
町
村
が
負
担
す
る
額
を
い
　
　
者
が
全
額
を
支
払
い
そ
の
受
領
証

　
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
よ
っ
て
市
町
村
が
後
日
本
人
あ

国
民
健
康
保
険
の
用
語

一
部
負
担
金
ー
国
保
の
加
入
者
　
て
に
支
払
う
医
療
費
を
い
う
。

が
医
療
機
関
の
窓
口
で
払
う
額
　
　
（
現
金
給
付
と
も
い
う
。
）

を
い
う
。
　
　
　
　
　
　
　
療
養
給
付
費
－
国
保
の
被
保

療
養
費
ー
由
保
に
加
入
し
て
い
　
険
者
証
に
よ
り
治
療
を
受
け
医

る
者
が
国
保
の
治
療
に
同
意
し
　
療
機
関
が
市
町
村
と
患
者
の
両

方
に
請
求
す
る
医
療
費
を
い
う

　
（
現
物
給
付
と
も
い
う
。
）

受
診
率
ー
一
ヵ
月
単
位
の
治
療

件
数
を
被
保
険
者
で
除
し
て
み

　た

受
診
の
％
を
い
う
。
叉
年
間
受

診
率
は
各
月
の
累
計
を
い
う
。

一
件
当
り
費
用
額
－
費
用
額
を
総

　
件
数
で
除
し
た
一
件
当
り
の
額
を

い
う
。

一
人
当
り
療
養
諸
費
ー
費
用
額

を
被
保
険
者
で
除
し
た
一
人
当

り
の
額
を
い
う
。

役
所
ま
た
は
出
張
所
へ
印
鑑
持
参

の
う
え
申
し
出
て
下
さ
い
。
帰
っ

て
来
た
場
合
は
（
学
×
特
）
の
被
保
・

険
者
証
は
早
く
返
し
て
下
さ
い
。
．

（
こ
の
場
合
の
最
初
の
と
き
も
返
一

す
と
き
も
必
す
世
帯
の
被
保
険
証
■

を
忘
れ
す
に
持
参
し
て
下
さ
い
）

一
③
世
帯
主
が
社
会
保
険
算
に
入
っ
て

②
被
保
険
者
を
無
く
し
た
り
、
ま
た
・

　
や
ぶ
い
た
り
し
た
と
き
は
再
交
付
．

を
受
け
て
下
さ
い
。

◎

お
り
、
他
の
人
が
国
民
健
康
保
険

に
加
入
し
て
い
る
場
合
は
、
一
人

だ
け
を
「
肇
世
帯
主
」
と
し
て
七

割
給
付
の
対
象
に
し
ま
す
の
で
、

そ
の
場
合
は
被
保
険
者
証
を
持
っ

て
市
役
所
か
出
張
所
へ
申
し
出
て

下
さ
い
。
　
（
準
世
帯
主
の
決
定
順

位
の
原
則
は
一
応
あ
り
ま
す
の
で

お
含
み
お
き
下
さ
い
）

国
民
健
康
保
瞼
料
課
税
上

の
世
帯
主
の
認
定
は

〔
問
〕

一
、
　
「
世
帯
主
」
と
は
通
常
「
社
会

　
通
年
上
世
帯
を
主
宰
す
る
者
」
と

　
定
義
さ
れ
て
い
る
が
現
在
も
そ
の

　
定
義
に
ま
ち
が
い
は
な
い
か
。

二
、
　
（
例
）
の
よ
う
に
父
親
が
長
男

　
と
共
に
、
そ
の
世
帯
の
生
計
を
維

　
持
し
て
い
る
場
合
は
、
た
と
え
父

　
親
の
所
得
が
長
男
の
そ
れ
よ
り
少

　
額
で
あ
っ
て
も
、
社
会
通
年
上
父

　
親
が
世
帯
主
と
あ
る
が
次
の
場
合

　
何
れ
が
世
帯
主
と
な
る
か
。

一（
例
）

世
帯
主
　
明
一
四
、
七
、
三
生

　
所
得
（
恩
給
）
四
四
、
七
〇
〇
円

騒

・
い
で
ほ
し
い

　
な
り
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
『
　
合
は
早
く
加
入
の
届
出
を
し
て
下

◎
脱
退
の
届
出
を
し
な
か
っ
㎝
さ
い
。

た
場
合
　
　
㎜
＋
日
町
宏
他
の
輯
へ

　
　
届
出
が
な
い
と
、
市
役
所
で
は
一
　
転
出
し
た
場
合
、
ま
た
死
亡
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝

　
わ
か
り
ま
せ
ん
の
で
、
そ
の
ま
ま
一
場
合
は
早
く
脱
退
の
届
出
を
し
て

　
国
民
健
康
保
険
の
名
簿
に
登
載
さ
一
　
下
さ
い
。
市
内
で
住
所
を
移
動
し

れ
、
保
険
料
が
か
か
っ
て
ゆ
く
こ
π
場
合
箪
く
届
出
を
し
姦
保

と
に
な
り
ま
す
．
　
　
｝
険
証
を
訂
正
し
て
下
さ
い
．

◎
転
入
転
出
、
出
生
、
死
．
◎
社
会
保
険
の
加
入
、
脱
退

肌
霧
欝
以
篇
舗
で
一
雛
鵠
護
の
開
始
、
廃
止

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
他
の
市
町
村
か
ら
転
入
し
毒
萎
保
険
に
加
入
し
た
場
合
、

　
合
、
又
子
供
さ
ん
が
生
ま
れ
た
場
　
　
生
活
保
護
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ

健
康
家
庭
へ
記
念
品
康
家
庭
の
ほ
と
ん
ど
が
豪
の
う
ち

　
昭
和
三
十
七
年
四
月
か
ら
陥
和
三
　
一
人
か
二
人
だ
け
が
国
保
へ
残
っ
て

十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
い
る
世
帯
に
な
っ
た
こ
と
、
叉
阜
期

に
お
い
て
国
保
よ
り
医
療
の
給
付
を
受
診
に
よ
る
健
康
の
保
持
等
の
面
も

受
け
な
か
っ
た
三
百
二
十
五
世
帯
の
．
影
響
し
実
際
に
一
家
を
挙
げ
て
の
無

国
保
世
帯
へ
近
く
記
念
品
を
贈
り
感

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
病
健
康
世
帯
は
な
か
な
か
つ
か
み
に

謝
の
意
を
表
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
く
く
な
り
ま
し
た
の
で
表
彰
式
は
一

麟
盤
擬
霧
餐
応
見
合
せ
る
違
篁
し
た
．

　
　
国
民
健
康
保
険
で
医
療
を

　
　
受
け
て
い
る
患
者
の
状
況

　
昭
和
三
十
七
年
度
に
お
け
る
患
者

数
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

療
養
の
給
付
費
の
み
（
療
養
費
を

除
く
）

　
た
場
合
は
、
春
く
脱
退
の
届
出
を

一
し
て
下
さ
い
．

　
　
社
会
保
険
を
脱
退
し
た
場
合
、
、

　
又
は
生
活
保
護
が
廃
止
と
な
っ
た

　
場
合
は
、
早
く
加
入
の
届
出
を
し

　
て
下
さ
い
。

◎
届
出
の
際
に
志
れ
な
い
で

　
　
い
た
だ
き
た
い
も
の

　
　
印
鑑
と
被
保
険
者
証
、
ま
た
社

　
会
保
険
等
に
加
入
の
場
合
は
そ
の

　
被
保
険
者
証
。

O
資
格
取
得
の
時
期

①
市
に
住
所
を
有
し
た
日
、
又
は
社

　
会
保
険
等
を
脱
退
し
た
日
、
及
び

　
生
活
保
護
を
打
切
ら
れ
た
日
と
な

　
り
ま
す
。

②
出
生
の
日
。

　
妻
　
　
明
二
二
、
八
、
二
六
生

　
　
所
得
　
　
　
な
し

　
所
得
（
給
与
）
四
七
五
、
五
〇
〇
円

　
妻
　
大
六
、
一
〇
、
一
五
生

　
　
囹

長
男
大
一
、
九
、
＝
生

　
　
所
得

長
男
の
長
男

　
　
四
生

長
男
の
次
男

　
　
四
生

　
　
な
し

所
得
　
　
な
し

所
得
　
な
し

昭
一
六
、
　
一
一
、
　
一

昭
一
八
、
＝
一
、
二

三
、
世
帯
主
を
決
定
す
る
に
あ
た
っ

　
て
住
民
登
録
の
世
帯
主
と
は
何
ら

　関

係
な
く
「
社
会
通
年
上
妥
当
と

　
み
と
め
ら
れ
る
者
」
を
納
税
義
務

　
者
と
し
て
決
定
と
な
る
か
。

〔
答
〕

一
、
に
つ
い
て
は
変
り
が
な
い
こ
と

二
、
に
つ
い
て
は
長
男
を
世
帯
主
と

　し

て
認
定
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ

る
こ
と
。

三
、
に
つ
い
て
は
お
見
込
み
の
と
お

り
で
あ
る
こ
と
。

．
．
．
購
紺

六
月
か
ら
緑
色
赤
刷
に

　
現
在
使
用
い
た
だ
い
て
い
る
被
保

険
者
証
は
今
年
の
五
月
三
十
一
日
ま

で
し
か
使
え
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。
六
月
一
日
か
ら
は
新
し
い
緑

色
の
赤
刷
の
も
の
で
い
ま
保
険
課
で

ょ
準
備
に
か
か
っ
て
お
り
六
月
一
日

遍
に
は
各
世
帯
に
配
布
さ
れ
ま
す

事
故
に
あ
っ
た
と
き
の

と
っ
さ
の
処
置
方
法

◎
止
血

　
出
血
は
、
ボ
ヤ
の
よ
う
に
早
く
消

し
と
め
れ
ぱ
、
大
事
に
至
る
事
は
な

い
。
静
脈
肌
は
、
傷
口
を
強
く
圧
迫

し
て
ホ
ウ
帯
を
ま
け
ば
止
る
。
動
脈

煙
・
覆
脅
姦
く
マ
ゼ
等

澱

入院患者

　
　
　
｝二聾児

一

　
　
乳
㎜

織
は
一

　
　
真
一

・一写

で
押
え
、
傷
口
か
ら
心
臓
よ
り
の
動

脈
を
下
の
骨
に
向
っ
て
圧
迫
し
急
い

で
専
門
家
に
ま
か
せ
る
。

◎
消
毒

　
傷
口
に
手
を
ふ
れ
て
は
な
ら
な

い
。
か
ら
だ
に
つ
き
さ
Σ
っ
た
ガ
ラ

ス
等
は
、
抜
き
と
ら
す
に
医
者
に
ま

か
せ
た
方
が
賢
明
で
あ
る
。
赤
チ
ン

を
傷
の
附
近
に
充
分
ひ
ろ
く
ぬ
り
、

傷
口
に
は
、
消
毒
用
ガ
ー
ゼ
以
外
直

接
ふ
れ
な
い
よ
う
に
し
て
、
ホ
ウ
帯

や
ガ
ー
ゼ
で
し
ば
っ
て
お
く
。

　
i
力
と
ハ

◎
骨
折
、
脱
臼

　
単
な
る
打
撲
の
場
合
は
痛
み
が
激

し
く
、
骨
折
や
脱
臼
が
あ
れ
ば
、
変

形
や
運
動
不
能
が
み
ら
れ
る
。
無
理

に
動
か
さ
す
、
安
静
第
一
に
、
応
急

の
そ
え
木
を
当
て
て
傷
害
部
を
固
定

す
る
。

．
◎
シ
ョ
ッ
ク
防
止

　
事
故
の
あ
と
数
時
間
す
る
と
必
す

シ
ョ
ッ
ク
が
や
っ
て
く
る
。
た
と
え

本
人
が
元
気
で
も
、
安
静
第
一
、
一

番
気
持
が
楽
に
な
る
姿
勢
を
と
ら
せ

て
休
ま
せ
る
こ
と
。

歯科補綴（入歯）

四月一日から社会保険の

適応基準で給付

　
い
ま
ま
で
歯
科
の
補
綴
（
入
歯
）

葛
い
て
は
馨
費
扱
い
（
磐
が

全
額
窓
口
で
支
払
い
領
収
書
に
よ
り

後
日
市
役
所
で
患
者
本
人
に
支
払
う

方
法
）
で
あ
り
ま
し
た
が
、
四
月
一

臨
日
か
ら
給
付
費
と
し
て
取
扱
う
こ
と

医
療
費
及
び
受
診
率
の
動
向
、

昭
利
三
十
五
年
以
降
の
動
向
は
次
の

表
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
の
ぼ
く
滅
を

　
　
　
　
　
春
季
清
掃
を
重
点
に
i
、

雪
も
消
え
衛
生
の
害
虫
が
活
動
す
の
大
清
掃
を
行
な
い
、
冬
の
う
っ
と

る
季
節
も
近
す
き
ま
し
た
。

　
こ
の
衛
生
害
虫
の
ぽ
く
滅
は
雪
消

え
の
繁
殖
期
前
に
や
る
こ
と
が
よ
く

ど
こ
の
部
落
も
ど
こ
の
地
区
も
一
斉

に
環
境
的
駆
除
（
清
掃
産
印
防
止
、

施
設
改
良
等
）
を
実
施
し
、
発
生
場

所
や
棲
息
場
所
を
与
え
な
い
よ
う
に
，

す
る
こ
と
が
最
も
効
果
的
で
あ
り
ま

’
す
。
各
家
庭
に
お
い
て
は
家
の
内
外

う
し
さ
を
ふ
き
と
ば
す
と
と
も
に
夏

．
期
に
発
生
す
る
カ
、
ハ
エ
の
発
生
を

最
少
限
に
く
い
と
め
る
よ
う
に
し
、

こ
と
し
の
夏
こ
そ
カ
や
ハ
エ
の
い
な

い
住
み
よ
い
還
境
の
中
で
生
活
で
き

る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
◇
み
ん
な
で
つ
く
ろ
う

　
　
　
　
き
れ
い
な
環
境
◇

1件当Ψ均日数
1目平均
入院患者

日
1
3

人
9
0

1ヵ月当
入院患者

　　　件

　　212

日数総件数

　　　　日

3Z．975

　　　件

2．543

当
数
　
日

　
日
　
　
　
　
8

…
件
均
　
　
2

1
．
平

　
　
　
　
　

　
　

平
老

　
　

旧
降

者　
　
魑
数

患

健
来
数

外

日総件数
　　　人

434

　　　件

4．732

」
印

158，466

　　　　　　件

56．783

1人当平均日数
旧平均
患者数

　　科

1ヵ月当

件　数

歯

数日総件数

　日
3．9

　　　人

121

　　　件

949

　　　　　　日

44．081

　　　　　　件

11．386

医療費の動向

上昇割合

105．18

114．84

119．14

に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
で
他
の
医
療

費
と
同
じ
方
法
で
窓
口
に
は
市
の
条

例
で
き
め
ら
れ
て
い
る
一
部
負
担
分

だ
け
を
支
払
え
ば
よ
い
こ
と
に
な
り

ま
す
が
社
会
保
険
の
適
応
基
準
が
あ

る
た
め
、
な
ん
で
も
適
応
す
る
と
い

う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
保
険

医
に
相
談
し
て
よ
り
よ
い
治
療
を
う

け
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

率診受1件当費用額

受診率上昇割合

100198．90漂100

費用額

1，066円

度年

昭35平均

209．20123，361．315〃36　〃

Z28．4Z131．611．403〃37〃

Z36．96
なニよコすメニピニを　　ぺゆ

蕊141，461，5G83“38　〃

149．901．598昭38年
12月診療分

みんなの国保で明るい社会

国保で確保我が家の健康

一

…
ξ
》

診
療
報
酬

審
査
委
員
会

　
市
の
国
民
健
康
保
険
が
被
保

険
者
の
、
医
療
費
を
支
払
う
に
は
、

新
潟
県
国
民
健
康
保
険
．
診
療
報
酬

審
査
委
員
会
の
審
査
を
受
け
て
行
な

う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
審
査
委
員
会
は
、
国
民
健
康

保
険
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

国
保
の
保
険
咲
及
び
国
保
の
薬

剤
師
を
代
表
す
る
者
と
保
険
者
の

代
表
者
並
び
に
、
公
益
代
表
者
が
同

数
で
組
織
さ
れ
て
い
ま
す
。
委
員
の

委
嘱
は
知
事
が
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。一

　
ま
た
委
員
の
審
査
会
場
は
、
新
潟

会
場
、
長
岡
会
場
、
高
田
会
場
の
三

会
場
に
な
っ
て
い
ま
す
。


